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平成21年12月７日（月） 

                                           

○議長（中西峰雄君）続いて、順番４、８番

岡本君。 

〔８番（岡本昌次君）登壇〕 

○８番（岡本昌次君）議長の許可を得ました

ので、私の質問をさせていただきます。今、

一番腹袋の動く時期でございまして、眠たい

ですけども、ひとつご辛抱願いたいと思いま

す。 

 私は、一点だけに絞りました。これからの

農業経営と所得についてという一点でござい

ます。 

 現在の農業従事者は高齢者になってきてお

ります。そのために、だんだん遊休地が増え

て、これに伴い所得も減少しております。こ

れに加えて、昨年７月から一斉に肥料等の値

上がりにより、農家の経営は一層苦しくなっ

てきております。その値上がりも50％から高

いものでは90％も上がりました。この状態が

何年も続けば、農業専従者はいなくなるので

はないでしょうか。農業経営の安定を少し考

え、過去を振り返ってみようと思います。 

 昔と言えば、戦後を境にして50年前から以

前でございますけれども、農家では必ずと言

っていいほど役牛として和牛を飼っていまし

た。これは農家にとっては欠くことのできな

い農機具でございました。しかし、農業の機

械化により、戦後だんだんと姿を消してまい

りました。作業の効率化を図ることができま

したが、その反面、農機具の購入、維持管理

費に負担が増えているのが現状ではないでし

ょうか。機械化に見合った収入を得なければ

採算がとれません。そのために、農家の後継

者が育たないのです。その理由の一つは、や

はり収入がないからです。そして、労働時間

が長いということが原因になってきておりま

す。 

 そこで、私は、和牛を飼って増収を図って

はどうかと提案したいのです。昔は農家一軒

ずつ飼っておりましたが、今は個々に飼うこ

とや数軒のグループにより法人化、または地

域別で飼うことなどして余剰労働力を活用し、

現状農家を維持しながらできるのではないか

と思います。 

 また、牛ふんで堆肥をつくり、田畑に使う

ことで地力を増し、良好な作物ができるでし

ょう。それによって無農薬栽培にもでき、間

接的には増収になってきます。また、和牛の

肥育でありますが、橋本牛としてブランド化

し、市を挙げて全国へＰＲしてはどうかと思

います。 

 農業経営の安定化により、必ず税収も増え

ます。この後継者の育たない理由は先ほど言

いましたが、これもおのずとなくなってまい

ります。また、今の日本は地方分権と言われ

ておりますが、地方分権に本当に入りますと、

経済力の低い地域はますます財政難に陥るの

ではないでしょうか。それは言うまでもあり

ません。今から財政の安定化をめざし、市民

が一丸となって頑張るときだと思います。そ

して、こうした地場産業の育成に各企業にも

呼びかけ、畜産都市に向かって邁進してはい

かがでしょうか。 

 そこで、私の質問に入りますが、一つ目は、

和牛の肥育をめざす農業生産法人を設立しよ

うと考えている団体に対し、市としてどのよ

うな支援策を考えておられるか。２番目に、

畜産振興により、観光面について方策は考え

ているかということであります。３番目に、

和牛だけではなく、他の畜産についてもどの

ようなことを考えておられるか。 
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 以上をもちまして、第１回の壇上での質問

といたします。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（山本重男君）登壇〕 

○経済部長（山本重男君）議員おただしのと

おり、現在の農業経営は遊休農地の増加や後

継者不足等により大変厳しい状況にあり、長

い不況に加えてデフレという状況が追い打ち

をかけています。橋本市の基幹農業は果樹、

特に柿でありますが、価格が低迷し、農家の

所得向上はなかなか難しい状況にあります。 

 畜産業といたしまして、本市は養鶏が非常

に盛んな地域であり、採卵鶏が45万羽を数え、

県下の60％を占めています。卵は「橋本の卵」

として一定のブランドを得ています。 

 全国的に、肉用牛の経営につきましては、

肉牛肥育の採算割れを補填する肉用牛肥育経

営安定対策事業などによる生産者への補填金

単価が、平成21年７月から９月期に現行制度

導入以来最高額になるなど、厳しい状況に追

い込まれています。また、枝肉相場の低迷や

飼料価格の高どまりにより、生産現場は苦慮

しているところでございます。 

 それでは、１番目のご質問の、和牛の飼育

をめざす農業生産法人に対しての支援策につ

いてでございますが、農業生産法人を設立し、

和牛の飼育を経営していく場合、国の補助金

については、現在、事業仕分け等によりまし

て補助事業の確定がされていませんので、明

確なお答えができませんが、税制上の優遇と

いった法人化のメリットや認定農業者として

の資金融資等がございます。 

 牛の活用といたしましては、今、本市でも

特に力を入れなければならないと考えていま

す耕作放棄地の解消策として、放牧が有効で

あるとのご意見を国よりいただいています。

まだ活用事例はございませんが、今後実際に

採用できるか検討してまいります。 

 ２番目の観光面につきましても、畜産業で

まず問題になるのは、環境面からの場所の確

保と聞いております。民間からの参入につき

ましては、市としてもできる限り対応をさせ

ていただきますが、市が事業主体となる観光

事業につきましては現在のところ考えており

ません。 

 ３番目の、和牛だけではなしに他の畜産業

についてですが、豚肉も肉用牛と同じように

状況が厳しく、豚肉価格が補償基準単価を下

回った場合、差額を補填する基金が６県で11

月末にも枯渇する状況にあります。豚肉飼養

の農業法人に対しましても、肉用牛と同じよ

うに対応をさせていただきます。冒頭にも申

し上げましたが、本市の養鶏業は採卵鶏が県

下の60％を占めております。今後、橋本市の

卵産業をさらに推進していきたいと考えてい

ます。 

 畜産業も含めて、農業経営は大変厳しい状

況にあります。市といたしましても、農業所

得向上に今後とも取り組んでまいりたいと考

えていますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ８番 岡本君。 

○８番（岡本昌次君）ありがとうございまし

た。私の言いたいことは、この３点は聞きま

したけれども、ちょっと飛躍的になりますけ

れども、２番の観光面でございますけれども、

私、見学に行ってきたところのことを、ちょ

っとだけ述べさせていただきます。 

 私は10月に、九州の宮崎から福岡のほうに

回ってきまして、宮崎県の、あれは何という

まちでしたか、そこまでも関心がなかったん

ですけども、日本一のつり橋がありますね。

あそこのことをちょっとお伺いします。とい
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いますのは、あのまちは橋本市と高野口町の

ように合併しようと、同じ年代、十七、八年

頃からやっておったんだと思いますけども、

そのときに、何かいい観光で収入を上げよう

やないかという、市か町か知りませんけども

話し合うて、県のほうでの融資を受けてやろ

うと、やりかけたというんです。すると、そ

れが合併協議会の中で、しまいには廃案にな

ってもうたと。すると、県のほうからは、も

うやめておけと。それが、予算はだいたい20

億円と聞きましたけども、そしたらその町長

が、そこは町民がだいたい１万3,000から

4,000人と聞きましたんですけども、それでは

うちがやりましょうと、このように言うたん

だそうですわ。すると、県のほうも、それや

ったらそれでしてもいいけれども、予算は一

切出さん。町でやりなさいと。隣の合併しよ

うというところも笑っておったということで

す。 

 だから、私はその町へ行ったことがないん

ですけども、そこの予算というのはだいたい

わかると思います。１万二、三千人の住民だ

から。その中で20億円を町が出すと。そして、

計画しておったときに、完成すればだいたい

200万人の観光客を予定しておったと。それが

完成しまして、さて１年間でどのくらい観光

客が来たかというと、600万人来たというんで

す。そして、収益も18億円上がったというん

です。20億円の収益で18億円あったそうです。 

 そこで一番喜んだのはその町です。町と、

そこで店を出している、その店も三、四軒し

かございませんでした。駐車場はかなり広か

ったですけども。そこで、その店を開いてい

る人の、何ていう人か知りませんけども、い

まだに毎年4,000万円ずつ町へ寄付している

というんです。18億円入って、まだそれに

4,000万円もらってるというんです。そして駐

車場の管理者も、これは一般の人だと思うん

ですけども、もう、わしもしんどいと。なぜ

しんどいかというと、毎日五百円硬貨、百円

硬貨、仕事帰ってから読むのがかなわんと。

そない言うたというんです。なるほどなと。 

 そこで私の、この観光面と言いたいのは、

この町長がようそこまで、20億円自分とこで

やるとよう言うたですわな。やはり、自立心

が強いということです。そのかわり、やろう

と思えば、やっぱり賛否両論でものすごかっ

たんだろうと思います。そのくらい、予算も

ようけもないのに20億円も出すんだから。 

 だから、うちの市にも言いたいのは、この

肉牛を、ここらで言えば松阪牛、松阪牛はた

だ肉を売ってるだけですよ。飼ってません。

飼うのはもう一人前になった大きくなった牛

を飼って、１年ほど飼うて、そして売ってる

んですね。そやけど名はやっぱり日本では届

いております。 

 だから、私が言うのは、この橋本市、いわ

ば橋本牧場や。そのようにＰＲしたら、どの

くらいの観光客が来るかということです。や

っぱり観光客が来てもらわな困るんですよ。

電話なり恐らくたくさんの人が殺到すると思

うんです。金の肉なんていうて出してごらん

なさい。金の肉ってどんなんでしょうかと。

そうしたらいっぺん来てください、見てくだ

さい、食べてください、買っていってくださ

い。来ればやっぱり泊まりますわな。それが、

その宮崎じゃないけども、そのぐらい上がる。 

 宮崎県のその町は、宿泊所がないというん

です。隣の合併しようというところがあるん

ですわ。そこがどのくらい収入があるかとい

うたら、年間の、今までより20％プラスにな

ったと。毎年。それが今、当初は600万人あり

ましたけども、今は500万人ちょっとで推移し

ているというんです。これもまだ数年しかた

ってないというんです。それの一向に下がら

ないと。 
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 その橋を見てきましたけれども、奈良県の

十津川村の橋と違って、なるほどご立派なも

のですわ。２ｍ橋の橋で、ひとつも揺れませ

ん。そして渡ったところも、やっぱり２軒ほ

どしか店がないんです。あるのはそういう、

なんていいますか100円を入れてジュースを

入れて出すようなところしかありません。そ

れが渡るのが500円ですわ。347ｍだったんか

な。それで500円です。それで、そのくらいの

人数が渡って18億円もあったと。２年も３年

ももうかったというんです。これから何をす

るんやと聞きましたら、これからはやっぱり、

うちには温泉もないから宿泊所を建てたい。

なるほど、そこを通ってみたら田舎の、ほん

ま田舎と言ったら失礼ですけれども、本当に

家がぽつん、ぽつんとしかないんですわ。道

はちょっと広いですけどね。 

 だから、私の言いたいのは、やればできる

んだと。だから、今のうちの市の財政健全化

を図って、これらもこういうふうなＰＲ、肉

牛だけではないんですよ。先ほども宣伝しま

したけど、肥料の値上げによって、こうして

間接的にもプラスになるんだと。 

 それはその話でいいですけども、農家の

方々に聞きますと、農家にはお嫁が来ないと

いうんです。なぜ来ないのかと言うたら、収

入がない。そして、子どもをここで産みたい

けども、精いっぱい１人だと言うんですよ。

なぜかというたら、産めば金がかかると。そ

して時間が長時間働かんなん。それらも改良

していくためにはやはりここで肉牛。肉牛を

飼うということは、飼うのは男女、年寄り、

だれでも飼えます。そして余剰労働力と言い

ましたけども、長時間働かなくても余剰労働

力、いわば法人化をして、そして例えて言え

ば10軒１グループ、30軒１グループというふ

うに各所つくって、１軒で１頭、10頭や20頭

ならば１週間交代ですれば４週間にいっぺん、

あとの３週間はどうするかというと、今の現

状の農家を維持していけるという。だから、

個々に飼えばそれはできません。毎日飼わな。

だから、余剰労働力をつくるというのは、や

っぱりそうやって法人化をつくって、法人化

をつくればいろいろとメリットがありますよ

ね。 

 そういうことで、私はこの観光面のことに

対して、説明じゃないけど質問をしましたけ

れども、ここで、まず最初にお聞きしたいん

ですけども、今、農家軒数がだいたい何軒あ

るかと。そして田畑で２haほど、２町歩です

けども、２ha以上つくっている軒数は何軒ぐ

らいあるかと。そして、今土地が狭いと言い

ましたけれども、土地のことで小さなことで

すけども、一つだけ説明いたしますけれども、

私、よう泉佐野のほうへ商売かたがた走るん

ですけども、昔の粉河町、今の紀の川市です

けども、粉河に西川原というところが、農免

通って行ったらあるんですけども、それは副

市長のところだと。あの信号のところは南へ、

下へ下れば粉河寺へ行くんですね。北へ行け

ば西川原。あそこでよく思うんですけども、

あそこに柿畑植えてあるんです。柿畑と言う

と何だと思いますけども、よく見ると、その

柿も、もう十四、五年たっておるんです。木

がね。その、たっておるんですけども、もと

もとは何だったかというと、そこはブドウ畑

かキウイをつくっておったんです。設備があ

るんです。その線の上につくっておるんです。

今の柿畑、皆低いんですよ。牛も通れません

わ。だから、背丈より上に線があるんですね。

そこを越えて柿をつくっている。今度行った

ら見てください。そうして下で草がもうもう

と生えておる。だから、その畑は1,000㎡くら

いしかないですけど、はたにはたくさんミカ

ン畑や柿畑があるんですけども、その網の張

ったところが、網というか線を引いてあると

－14－ 



ころがそのくらいです。だから、一石二鳥で

すわ。ああ、これはいいな、面積はなくとも

できるんだなということを、よく気がついた

んですけど、それはまた今度、あっちのほう

へ行ったときに見てもうたら結構です。 

 それで、私の言いたいのは、牛を飼えば草

とかわらが必要になってきます。それで質問

ですけれども、今、シルバー人材センターに

何人登録しておるかということ。そして、シ

ルバー人材センターに、市からいくらかの補

助を出して草を刈ってもうておりますわな。

他の企業にも言うてはどうかということは、

例えて言えばシルバー人材センターにも声か

けて、シルバー人材センターで牛を飼ってく

ださいと。そのかわり、草は市から補助する

やつを減額でもして使ってくださいと。それ

は市がメリットあるんですけども、ほんでシ

ルバー人材センターとしてのメリットはどう

かというと、その草を第三者機関へ金払いな

がらとってもうてますわ。だから、それを払

うこと要らんと。それがシルバー人材センタ

ーの例えて言えばメリットだろうと。そうい

うふうにもできるということを市内ではＰＲ

してもらいたいと思うんですけども、だから、

シルバー人材センターに今何人おられるかと

いうことです。 

 そして、今、市にも大勢の臨時雇用員とい

う方が雇われておりますけども、この人の就

労安定化を願うためには、やっぱりこういう

牛飼いのほうへお願いしてはどうかと。補助

は、市は出せないけれども県の補助はある、

国の補助はあると言うて働きかけていってほ

しいんですけども、それはいかがかと思いま

す。と言いますのは、私もよく言われるんで

す。１年採用、半年採用、臨時雇用員だから

いろいろの部門に分かれておりますけど、あ

と１カ月で私、首になるかわからん。それが

一人の余った子ならいいですけども、いや、

もう世帯持って子どももおるんな、はらはら

しどおしやと、こういう声をよく聞くんです。

だから、何とかして採用なりませんか、それ

はちょっとなと言いましたんですけども、い

ろいろ試験もあるんですけれども、その試験

の年齢がありまして、もう三十五、六歳とい

うたらなかなか採用してくれない。だから、

私もそこで、逃げ口上じゃないですけどもア

ドバイスをしておるんですけど、今、市長が

企業誘致しておるから、それのときに採用の

やつはもしか広報なんかに出るから、よく見

とってくれと、そういうふうに言っておるん

ですけども、そのような臨時雇用員の方々の

就労安定を願いたいんですけども、いかがか

なと思うんですけど。 

 この三、四点の質問をまず、わかっておれ

ばおっしゃってください。わからないところ

は結構でございます。それからにさせていた

だきます。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）ただ今の質問でご

ざいますが、農家戸数につきましては、2005

年の農林業センサスに基づきましてお答えさ

せていただきたいと思います。自給的農家が

982軒でございます。それから販売農家として

専業農家が317戸、兼業農家が965戸、合計

2,264戸でございます。それから２番目の、２

ha以上の面積を耕作している農家でございま

すが、これは28軒となっております。 

 それから、シルバー人材センターの会員数

でございますが、21年５月現在で605人と聞い

ております。 

 それから、シルバー人材センターに支払っ

ている草刈りの金額でございますが、これに

つきましては、草刈りにつきましては各部局

にわたっておりますので、手元に資料はござ

いませんのでご了解いただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（中西峰雄君）８番 岡本君。 

○８番（岡本昌次君）ありがとうございまし

た。 

 私の言いたいのは、まず農家の軒数はこれ

でいいんですけども、この２ha以上、２町歩

といいますと、ちょっと眺めてみると、私も

ちょっとびっくりしましたんですけども、こ

れは相当あるんですけども、２haといいます

と、私、これ、何で質問したかというと、２

ha以上つくっておるというところはそうそう

ないということですわ。28軒。1,000軒くらい

ありまして、なぜこれを言いたいかといいま

すと、これによって２haだと、ここらでは大

型の農業ですわ。すると機械化もちょっと大

きい機械使うてます。例えば山間部のほうへ

行けば、耕うん機でつくっておるやつが、も

う耕うん機じゃなくしてトラクター、トラク

ターでも大中小ありますけども、大のほうを

購入しておると思うんです。だから、ちょっ

と言いますけれども、２ha以上のもしか田だ

けでありましたら、だいたい800万円から

1,000万円の機械が眠ってるわけです。これも

年間に使うのは何日も使わないんですよ。そ

して、これが10年もたてば部品がない。まあ、

独占禁止法違反になる、10年は部品はありま

すけども、それ以上たちますと部品がないん

です。そうすると維持管理費がものすごう高

くつくと。それは皆さんもだいたい感じてる

人もおると思いますけども、だから、農家に

は800万円、900万円の収入があっても、純収

入がいくらかというたら支出を引いたらほと

んどありません。そこへ対して時給、日当、

自分の日当があるかないかです。だから、農

家には後継者が育たないということ。だから、

今、専業農家というのはほとんど消えました

ね。兼業ですね。兼業農家がほとんどだと思

います。 

 私の地域でも40軒ほどありますけど、専業

農家は１軒だけですわ。その専業農家へ行っ

てきましていろいろ話をしましたら、うちの

息子が秋、柿・ミカンを収穫するときには金

が入るから月給払えるんだけど、夏頃来たら

金がないんでちょっと待ってくれよと言うた

そうですわね。すると子どもいわく、あ、お

父さんもういいわと。すると、お父さんの考

え方は、子どもは理解してくれておるんだな

と思ったら大間違いだったと。僕、勤めに行

くわと。収入が要ると。なぜやと。子どもを

塾へもやれないと。食べることは自分とこで

米作つくっておるからいける、そない言われ

たんやと。わしは困りましてやな。それが言

えば五、六反の農家ですわな。だから、１町

つくったら、多くつくればつくるほど赤字も

多いですよ。 

 だから、私はこの牛飼いというのは、牛ふ

んにしてでもやはり肥にできると。これでも

まだ日本にも、各町で聞きますと、牛ふんを

利用してメタンガスをつくって、それを家族

で使ってるというところあるんですよ。そん

な話すれば何ぼでもありますけどもね。そう

いうところもあるんです。だから、一石二鳥、

三鳥というのはできますからね。 

 だから、この牛肉に対して、橋本牛を私は

ＰＲしていっていただきたいなと。これに私、

本当に命かけたいなと思っております。だか

ら、年収何十億円になるかもわかりませんけ

れども、あなたたちもテレビで、新聞やラジ

オ等によってわかっておると思いますけど、

松阪の、最近、ここ１週間か10日ほど前にテ

レビに出ましたけど、品評会あったと。そこ

では、１頭の牛は1,500万円。これは焼酎ばっ

とかけてますよ。毛並みへ。毛並みだけじゃ

ない。血色がいい。血色がよかったら消化が

ええ。そういうテレビ出てましたよ。 

 また、ある県では１頭が700㎏から800㎏だ

と。そういう牛ばかりじゃないですけども、
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だから橋本にも、私は提案じゃないですけど

も、肉牛だけでもなくして、肉牛、子どもを

買ってきて、そして１年飼って出すのも２年

飼って出すのも、いろいろ方法があるんです

よ。だから、まあ言えばおかしな話やけど、

配当は非常によろしいと思います。と言いま

すのは、この牛１頭いくらするんですかとい

うと、但馬牛、兵庫県にありますわね。あそ

こで聞きましたらだいたい50万円。ただし、

生まれて１年たってから出すんだと。それが

今、円高でちょっと下がってるんですよと、

こういう話ですわ。 

 また、ある県では、一軒で400頭飼ってると

ころがある。そこは家族で、おじいちゃん、

おばあちゃん、お父さん、お母さんと息子と

５人で飼ってると。そのうちで25％、言えば

100頭、この牛は種牛で使うてる。まあ、数字

のようにはいきませんけれども、数字でいっ

たら100頭産んだら50万円の牛なら5,000万円

もうけるんですよ。また、ある県では2,000

頭を十三、四軒で飼ってるという、それはグ

ループですよ。そういうところもあるんです。 

 また、富山県のある市ですけども、給食セ

ンターの残り物、残飯、これらを利用してガ

スを発生させて、今言うたうように牛じゃな

いけどガスを発生させて、そしてメタンガス

ができて、それを公共のほうで使うてると。

そういう話。そして、その残飯を今度はどう

するかということですけども、これはセミナ

ーに行って体験談を聞いたんですけど、その

残飯を、ガスの出なくなったやつをといで、

それを開けてみると、その残飯が発酵してあ

りますから、ブドウ糖ものすごいあるんだと。

それを牛に食べさす。そのブドウ糖のやつを

食べさしたらどうかというたら、ものすごく

消化がええからいい牛ができる。その牛はど

こへ、どのように飼うてるかというと、その

人の説明では山で飼うてるというんです。そ

うすると、イノシシよりも大きいものを飼っ

てるとイノシシが来ないというんです。そこ

はもう牛舎がないというんです。だから、そ

こへ持って行ってやって、余ったものは山に

捨てるんです。捨てたら今度は草がものすご

い生える。これこそローテーションでいいも

のがどんどんどんどんできてやってると、そ

ういうところもあるんですよ。そうすると、

そこが牛を飼うてる。どんな牛かというたら、

乳牛だろうと思うんですよ。乳が張ってきた

らおりてくるんだ、下まで。それを絞って給

食とかそういうものに出して、それで余った

ものはどうするかというと、チーズとかバタ

ーとかケーキとかつくって市販で売ってると。

ボランティアの人らがね。そういう構想もあ

るということです。 

 だから、そういう構想も市も取り入れれば、

お客が来れば、これは自市でつくったもので

すよと。安心・安全でつくったものだから食

べてくださいと言えるじゃないかと思うんで

すけども、なるほど、振興のためにはこうし

たらええ、ああしたらええといいますけれど

も、これは市がある程度、ものすごい助言し

てやらねばだめだなと。そうすることによっ

て、市がものすごい潤うんじゃないだろうか

と思うんですけども、短い時間ではございま

すけども、最後に、振興からはじまって、市

長はこういう農業のことに関してはプロ中の

プロと聞いておりますので、最後にこのご返

答を聞きまして、私の質問を終わらせていた

だきます。 

 市長、よろしく頼みます。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）８番、岡本議員の再質

問にお答えいたしたいと思います。先ほどか

ら熱弁を振るっていただきまして、大変参考

とさせていただきます。 
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 質問の要旨でありますが、バラエティーに

富んでおったわけでございますが、牛を飼っ

て橋本牛という名のもとに、全国ブランドに

強力に販売してはどうかというご意見で、尾

やひれたくさんついたわけでありますが、私

もそれについては経験が大分ありまして、昭

和30年代から50年代、その間に橋本市では畜

産振興協議会というのがございまして、16の

農家の人が牛を飼っていただいたんです。橋

本牛じゃなしに紀の川牛です。紀の川牛とい

うことで名を打って、大阪を中心に肉を販売

していったわけでありますが、特に堺地区と

契約提携しましてね。堺に。あそこへできた

やつを４ｔ車に３匹も４匹も持っていって、

そうして屠殺して枝肉用にして、そうして昼

間帰ってくるんですよ。そうしたらまだ湯気

立ってますよ。ばっと。それを今度は紀見の

農協の支所でつりまして、さばいていくんで

す。いろいろ６等級ほどの肉の位置付けがあ

るわけでございますけども、それは専門家も

おりまして、そういうかつてはあったんです。 

 ところが、やはり社会の変化に伴いまして、

なかなか採算がとれない状態に陥って来、だ

んだんと会員が減ってきたという問題が、相

当それぞれの皆さんは寝食忘れて努力はした

ものの、最終は終わってしまったということ

が現状であります。それを畑ごんぼ、今、昔

のやつをとった、きのうも60人ほど畑でごん

ぼ掘りを皆でしていただいた後、料理の権威

者に来ていただいて、昼から料理やっていた

だいたことがあるんですが、あれも昔を思い

起こして、畑ゴボウというのはこれだけ太く

ても非常にやわらかいんやからということで、

今、再興しておるのが事実でございますけど

も、牛は再びよみがえるということは、やっ

ぱりちょっと今では、この橋本市のだんだん

都市化しておる中では環境問題もあるでしょ

うし、非常に難しいなと私は考えておるんで

す。 

 何としても、やっぱり肥育牛、その当時は

淡路島、それから丹波の乳用牛子牛というん

ですよね。黒牛や赤牛は高いんですよ。さっ

き50万円と言うてましたけども、高いんです。

だいたい乳離れ２カ月して、それを安く、乳

牛は安かった。それを去勢をして、そして濃

厚飼料を与えてやっていくということで、や

はり紀の川牛で屠殺して処分したことありま

す。その後については、やはり丹波のほうか

ら橋本へ来て、あるいは伊都地方へ来て、松

阪へ行くんですね。松阪へ行くとだいたい牛

１頭にビール100ケース要るんですよ。飲ます

の。それ代、最高が１頭3,000万円から4,000

万円ぐらい。それは話としてはあるんですが、

実態はそうはそぐわないんですな。 

 やはり、多頭飼育でやっておるのは北海道、

私も岩手へも何べんも牛を見に行きましたけ

ど、あるいは九州の噴火口の、熊本の阿蘇山

ろくのふもと、何十万haというのどかなとこ

ろがあって、そこらで牛と豚とが今やってお

るんですよね。それからなにもありますね。

宮崎の話もありましたけども、宮崎の高千穂

の峰、あれの下でも何百万haというほどの、

のどかな緩やかなところ、あそこらが今、採

草放牧地や肥育牛、豚、これはもう日本の四

大産地でありますが、ああいう一目100haとい

うたら、ここですよというような点ですな。

ここらで100haとまとまったところあるかと。

とてもやないけど２haの農家でも、五つ筆も

六筆も持って２haの面積ですわね。そういう

ので大分やっぱり構造的に難しい面があるわ

けであります。 

 しっかり牛をやる人は、今の四つの産地、

そこへ行ってやっていただいたら、また成功

するかもわかりませんが、これは市のほうへ

の、何をたくさんもうかったらまたいろいろ

とご寄付をいただきたいと思うわけでありま
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すが。 

 さて、そんなことでございまして、牛はな

かなか難しい。私は絶対だめとは言っており

ません。今後、一縷の望みもあるかもわかり

ませんので、さらに研さんを進めてまいりた

いと思います。 

 ただ、農業全般で一言申し上げておきます

けども、私、就任させていただいてから、橋

本市の農業振興の推進委員会というのが各代

表、県の代表３名、農協の代表、農業委員会

の代表、生産者の代表でこしらえてございま

す。これは年に何回も会議を持ってございま

して、そこがやはり一番の、これは担当は市

農業振興課でありますけども、この人らはプ

ロの人ばかりでありますので、そこを中心に

橋本市の未来の農業振興に向けての対応、そ

の皆さんは柿を売りにも行っていただいたり、

何といっても柿が本場ですから、やはり主幹

作物を奨励していこうやないかということで

すが、また、野菜のことも今どんどん見直さ

れて、地産地消のことも大分議論に入ってお

るということでございますが、どうぞ皆さん

のご提言、ご助言をいただきたいと思います。 

 ただ、私、若干前にも申し上げましたけど、

畜産のことであえてするならば、観光で県外

の観光客を多く入っていただくということも、

先ほどのお話では、確かにこれは効果がある

んです。それで、今、イノシシ牧場ですな、

前にも申し上げたように、これ、大分研究し

てきました。もう後にからも奈良県の黒滝村

へも行ってきまして、150頭ほど飼うとるんで

すよ。それらとか、あるいは花園村でもいろ

いろと勉強もしてきたわけでありますが、た

だ、私の考えは、やっぱり病院とか福祉施設

等、食堂店、そういうところの残飯を年中う

まく利用して、それで、それによって飼料に

できるだけしていくということで、そして大

きくなりますと、また橋本の奥座敷で、その

イノシシ肉を焼き肉なり、それぞれぼたん鍋

をやっていくとかというリサイクルですね。

それによって誘客していくということも、非

常に大事ではないかなと思っておるんで、今

一番近道として、そうして一年間に一番多い

人で、去年の実績で箱でイノシシとったの128

頭とってますよ。そういうのをできるだけ寄

せて、うまく繁殖していくようなシステムを

ね。それをどこでするかが大きな課題であり

ますが、そして、子どもに懐かすというのは、

研究いたしますと、小さいイノシシは子ども

に非常に懐くというんか、それでやはりそう

いう誘客するのを、子どもが来ますと親もつ

いてくるから、そういう手法も今後検討すべ

きやないかな。皆さんもひとついろいろと研

究をいただくということで、お願い申し上げ

たいと思います。 

 断片的になりましたけども、厳しい農業情

勢であるだけに、何とか行政も大いに責任あ

りますので、農家の所得の安定のために、さ

らに取り組んでまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。 

○８番（岡本昌次君）これをもちまして、私

の質問を終わります。 

○議長（中西峰雄君）これをもって８番 岡

本昌次君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時14分 休憩） 
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